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(４)特定施設（有害物質貯蔵指定施設）使用廃止届出書 

記入例に従って様式第６に記入してください。 

次の場合、廃止届が必要です。 

・ 工場又は事業場の特定施設等を１つ以上廃止したとき。（引き続き、事業を継続する場合を

含む。） 

・ 建替えなどで全ての特定施設等を廃止したとき。 

・ 事業場自体を廃止したとき。 

特定施設の廃止に伴い、水量及び排水系統などを変 

更する場合は廃止届に加えて、変更届も必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放流先 

共通 施設種類 

有害物質の使用 

特定施設等を廃止した工

場又は事業場名を記入す

る。 

廃止した施設の政令別表

第１の特定施設の番号（63

～69 ページ参照）を記入

する。なお、有害物質使用

特定施設又は有害物質貯

蔵指定施設に係る届出の

場合は、設置届時に記載し

た施設名を記入する。 

設置届のときに添付した

図に特定施設等の設置場

所を記入する。 

施設を廃止した年月日を

記入する。 

使用廃止の理由を簡単に

記入する。 

該当する部分以外は二重

線で消す。 

 

【届出者が法人の場合】 

名称・本社住所及び代表者

職氏名を記入する。 

【届出者が個人の場合】 

事業主の住所・氏名を記入

する。 


